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報告第９号 

 

放棄した債権の報告について 

豊明市債権管理条例第１３条第１項の規定に基づき、市の債権を別紙のとお

り放棄したので、同条第２項の規定により議会に報告する。  

 

令和３年８月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      



私債権等放棄調書 

所管課 学校教育課 

債権の名称 学校給食費 

債権の金額及び件数 ２２，６９０円（１件） 

債権を放棄した理由 破産による免責 

（豊明市債権管理条例第１３条第１項第６号該当） 

 



議案第５３号 

 

   教育委員会の委員の任命について  

下記の者は、令和３年９月３０日任期満了となるので、同人を再任するもの

とする。 

 

  令和３年８月２６日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

住  所   豊明市沓掛町 

氏  名   長 山 加 代 子 

生年月日    

 

   説 明 

この案を提出するのは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条

第２項の規定に基づき、議会の同意を得るため必要があるからである。  

 

 



議案第５４号 

 

   工事請負契約の変更について 

 下記のとおり工事請負契約を変更するものとする。 

 

  令和３年８月２６日提出 

 

                豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 工 事 名   国庫補助事業 （仮称）多世代交流館整備工事 

２ 工 事 場 所   豊明市二村台１丁目地内 

３ 工 事 の概 要   旧唐竹小学校の閉校に伴う跡地利用のための全面的な 

           改修及び駐車場等の整備 

４ 請負契約金額   変更前 ９２０，７００，０００円 

           変更後 ９３８，２１２，０００円 

５ 請 負 契約 者   名古屋市中区栄３丁目３２番２０号 

           小原建設株式会社 名古屋支店 

           支店長 久野 文也 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、旧唐竹小学校の閉校に伴う跡地利用のための国庫補

助事業（仮称）多世代交流館整備工事の設計変更に伴い、工事請負契約を変更

するため必要があるからである。 

 



議案第５５号 

 

財産の買入れについて 

下記のとおり財産を買い入れるものとする。  

 

  令和３年８月２６日提出 

 

                 豊明市長  小 浮 正 典 

 

記 

１ 物 品 名   救助資機材搭載型積載車 

２ 納 入 場 所   豊明市消防団 

３ 数   量   ２台 

４ 買 入 金 額   ２７，５００，０００円 

５ 買 入 先   名古屋市中区金山二丁目１番５号 

          平和機械株式会社 

          代表取締役 小野 寛利 

６ 契約の方法   ６社の指名競争入札 

 

   説 明 

 この案を提出するのは、救助資機材搭載型積載車を買い入れるため必要があ

るからである。 

 



議案第５６号 

 

豊明市営墓地及び都市公園の指定管理者の指定について 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定に基づ 

き、指定管理者の指定について、次のとおり議会の議決を求める。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

記 

１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称  

  別紙のとおり 

２ 指定管理者となる団体 

豊明墓地・都市公園パートナーズ  

代表団体 東京都豊島区長崎５丁目１番３４号 

西武造園株式会社 

取締役社長 大嶋 聡 

構成団体 愛知県豊橋市神野新田町字水神下６４ 

株式会社豊橋園芸ガーデン 

代表取締役 榊原 亘 

３ 指定の期間 

  令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで  

 

説 明 

この案を提出するのは、豊明市営墓地及び都市公園を管理する指定管理者を

指定するため必要があるからである。 

 

 

 



別紙 

公の施設の名称 

 豊明市勅使墓園、井ノ花公園、中ノ坪公園、荒井公園、新田公園、大久伝公

園、吉池公園、丸ノ内公園、皿池公園、森裏公園、善波公園、池浦公園、八ッ

屋公園、郷中公園、山ノ神公園、小松公園、はざま公園、石塚公園、高鴨公園、

狐穴公園、えびす公園、西川公園、長田公園、横井公園、笹原公園、唐竹公園、

中央公園、落合公園、三崎水辺公園、沓掛城址公園、荒巻水辺公園、徳田公園、

下高根公園、薮田公園、ゆたか台公園、中島公園、三ッ谷公園、大蔵池公園、 

大原公園、勅使台東公園、勅使台中公園、勅使台西公園、西池公園、中ノ割公

園、桜ヶ丘公園、坂畑公園、新左山公園、みなみやま公園、榎山公園、勅使水

辺公園、平地公園、仙人塚公園、五軒屋公園、大蔵下公園、舘中公園、舘東公

園、鶴根公園、仙人塚西公園、間米公園、椎池公園、唐竹広場、南舘緑地、勅

使台緑地、榎山緑地、大脇内山緑地 



議案第５７号 

 

   豊明市駐輪場再整備に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

豊明市駐輪場再整備に伴う関係条例の整備に関する条例を別添のように定め

るものとする。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典     

 

説 明 

この案を提出するのは、豊明市駐輪場の再整備に伴い、関係例規を整備する

ため必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   豊明市駐輪場再整備に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

（豊明市自転車等の放置の防止に関する条例の一部改正） 

第１条 豊明市自転車等の放置の防止に関する条例（平成元年豊明市条例第２

４号）の一部を次のように改正する。 

第１８条を第１９条とし、第１７条を第１８条とし、第１６条の次に次の

１条を加える。 

（費用の徴収） 

第１７条 市長は、第１３条第２項及び第１４条第２項の規定により撤去し、

保管した自転車等を返還するときは、それに要した費用として当該自転車

等の利用者等から次に掲げる額を徴収することができる。 

（１） 自転車１台につき １，０００円 

（２） 原動機付自転車１台につき ２，０００円 

２ 市長は、盗難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項の費

用を免除することができる。 

 （豊明市有料駐車場条例の一部改正） 

第２条 豊明市有料駐車場条例（平成元年豊明市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１２条を削り、第１３条を第１２条とし、第１４条を第１３条とし、第

１５条を第１４条とする。 

別表第１から別表第３までを次のように改める。 

 別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

前後駅南月ぎめ駐車場 豊明市阿野町大代５６番地 

豊明駅南月ぎめ駐車場 豊明市阿野町三本木２０番地１ 

別表第２（第３条関係） 

 区分 利用時間 入出庫取扱時間 

前後駅南月ぎめ駐車場 終日 終日 

豊明駅南月ぎめ駐車場 

                                    



別表第３（第９条関係） 

駐車場名 区分 料金（１台につき） 

前後駅南月ぎめ駐車場 １月 ８，３６０円 

豊明駅南月ぎめ駐車場 １月 ６，２７０円 

別表第４を削る。 

 （豊明市有料自転車駐車場条例の廃止） 

第３条 豊明市有料自転車駐車場条例（平成元年豊明市条例第２３号）は、廃

止する。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲

げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第２条中第１２条を削り、第１３条を第１２条とし、第１４条を第

１３条とし、第１５条を第１４条とする改正規定及び別表第４を削る

改正規定 令和３年１０月１日 

 （２） 第１条及び第３条の規定 令和４年１０月１日 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に第２条による改正前の豊明市有料駐車場条例

第１２条第１項の規定により発行された回数駐車券は、施行の日から６月を

経過するまでの間は、なお従前の例による 



議案第５８号 

 

   豊明市児童発達支援センター条例の制定について 

 豊明市児童発達支援センター条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和３年８月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、地方自治法第２４４条の２の規定に基づき、豊明市 

児童発達支援センターの設置及び管理について定めるため必要があるからであ 

る。 



豊明市児童発達支援センター条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

の規定に基づき、豊明市児童発達支援センター（以下「センター」という。）

の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 心身の発達に支援が必要な児童の福祉の向上を図るため、センターを

次のとおり設置する。 

（１） 名称 豊明市児童発達支援センター 

（２） 位置 豊明市二村台１丁目２７番地 

（事業） 

第３条 センターは、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」と

いう。）第４３条第１号に規定する福祉型児童発達支援センターとして、次

に掲げる事業を行う。 

（１） 法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援に関すること。 

（２） 法第６条の２の２第６項に規定する保育所等訪問支援に関すること。 

（３） 法第６条の２の２第７項に規定する障害児相談支援に関すること。 

（４） 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平 

成１７年法律第１２３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５ 

条第１８項に規定する計画相談支援に関すること。 

（５） 障害者総合支援法第５条第１９項に規定する基本相談支援に関する 

こと。 

（６） その他児童の発達支援及び相談支援で市長が必要と認めること。 

２ 前項の事業の実施は、社会福祉法人等に委託することができる。 

（利用対象者） 

第４条 センターを利用できる者は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当

該各号に定めるところによる。 

（１） 前条第１項第１号に係るもの 法第２１条の５の５第１項の規定に 

よる通所給付決定を受けた保護者の児童のうち、小学校就学の始期に 



達するまでの者 

（２） 前条第１項第２号に係るもの 法第２１条の５の５第１項の規定に 

よる通所給付決定を受けた保護者の児童 

（３） 前条第１項第３号に係るもの 法第２４条の２６第１項の規定する 

障害児相談支援対象保護者 

（４） 前条第１項第４号に係るもの 障害者総合支援法第５１条の１７第 

１項に規定する計画相談支援対象障害者等である児童の保護者 

（５） 前条第１項第５号及び第６号に係るもの 市内に住所を有する発達 

に支援が必要な児童及びその保護者 

（利用手続） 

第５条 第３条第１項第１号から第４号までに規定する支援を受けるため、セ

ンターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の許可に際し、センターの管理上必要な条件を付することが

できる。 

３ 市長は、定員に達したときその他特別な事由があると認めるときは、利用

を許可しないこと又は利用の許可を取り消すことができる。 

（利用の停止等） 

第６条 市長は、センターを利用する者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、利用を停止又は制限することができる。 

（１） 感染症又は悪性の疾患を有するとき。 

（２） 療育支援体制に支障が生じるとき。 

（３） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

（４） その他センターの管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第７条 センターを利用する児童の保護者は、法第２１条の５の３第２項第１

号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を市長に納

付しなければならない。 

（使用料の減免） 

第８条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除する



ことができる。 

（損害賠償） 

第９条 センターの利用者は、故意又は過失により建物、付属設備及び物品を

破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、

市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が規則

で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （豊明市立心身障害児小規模通園施設条例の廃止） 

第２条 豊明市立心身障害児小規模通園施設条例（昭和５１年豊明市条例第１

０号）は、廃止する。 

 



議案第５９号 

 

   豊明市共生交流プラザ条例の制定について 

 豊明市共生交流プラザ条例を別添のように定めるものとする。 

 

  令和３年８月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、地方自治法第２４４条の２の規定に基づき、豊明市 

共生交流プラザの設置及び管理について定めるため必要があるからである。 



豊明市共生交流プラザ条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

の規定に基づき、豊明市共生交流プラザ（以下「プラザ」という。）の設置

及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 市民や地域の多様な主体が交流し、相互が世代や分野を超えてつなが

ることで、市民一人ひとりの暮らしと生きがいを、地域とともに創っていく

地域共生社会の実現を目指してプラザを設置するものとし、名称及び位置は

次のとおりとする。 

（１） 名称 豊明市共生交流プラザ 

（２） 位置 豊明市二村台１丁目２７番地 

（施設） 

第３条 プラザに次に掲げる施設を置く。 

 （１） 多世代活動室（別表第１に規定する施設） 

 （２） プラザの共用部分又は設備 

２ 前項に定める施設のほか、プラザに次に掲げる施設を併設する。 

 （１） 豊明市子育て支援センター （豊明市子育て支援センター条例（平

成１６年豊明市条例第２号）に定める施設） 

 （２） 豊明市児童発達支援センター （豊明市児童発達支援センター条例

（令和３年豊明市条例第〇号）に定める施設） 

（管理） 

第４条 プラザに館長その他必要な職員を置く。 

（利用の許可） 

第５条 プラザを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 

２ 市長は、プラザの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すこと

ができる。 

（利用の制限） 

第６条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利



用を許可しない。 

（１） 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

（２） 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の 

利益になると認めるとき。 

（３） 施設等を汚損、棄損又は滅失するおそれがあるとき。 

（４） その他管理上支障があると認めるとき。 

（利用者の義務） 

第７条 利用者はプラザの利用に際し、この条例又はプラザの施設に係る条例

及びこれに基づく規則の規定に従わなければならない。 

 （利用許可の取消し等） 

第８条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可の

取消し又は利用の中止を命ずることができる。 

 （１） 利用者が前条の規定に違反したとき。 

 （２） 災害その他公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。 

 （３） その他管理上特に必要があると認めたとき。 

２ 前項の規定による利用の許可の取消し又は中止によって利用者が受ける損

害については、市はその責を負わない。 

（使用料） 

第９条 第３条第１項第１号に係る施設の利用者及び同項第２号に係る施設を

占有して利用しようとする者は、別表第２に定める使用料を別に指定する日

までに納付しなければならない。 

２ 納付された使用料は、還付しない。ただし、市長が災害その他特別の理由

があると認めるときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。 

３ 市長は、災害その他特別な理由により利用したときは、使用料を減免する

ことができる。 

（権利譲渡等の禁止） 

第１０条 利用者は、利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。 

（原状回復の義務） 

第１１条 利用者は、プラザの施設の利用を終えたとき、又は利用の許可を取

り消されたとき、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに原状に回



復しなければならない。 

２ 前項の義務を履行しないときは、市長においてこれを執行し、その費用を

利用者から徴収することができる。 

（指定管理者による管理） 

第１２条 市長は、プラザの管理を地方自治法第２４４条の２第３項の規定に

基づき、法人その他の団体であって市長が指定するもの（以下「指定管理者」

という。）に行わせることができる。 

２ 指定管理者が管理を行う期間は、指定を受けた日から５年以内の期間とす

る。 

３ 指定管理者の指定の手続等については、豊明市公の施設に係る指定管理者

の指定の手続等に関する条例（平成２４年豊明市条例第３０号）によるもの

とする。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第１３条 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。 

（１） プラザの施設及び設備の維持、管理に関する業務 

（２） 第３条第１項に係る施設の運営に関する業務 

（３） 第３条第１項に係る施設の利用の許可に関する業務 

（４）  第３条第１項に係る施設の利用に係る料金（以下「利用料」という。）

に関する業務 

（５） 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める業務 

（利用料） 

第１４条 施設の管理を指定管理者が行う場合における利用料は、別表第２に

定める金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。 

２ 前項の場合において、利用者は、第９条の規定にかかわらず、前項におい

て指定管理者が定める利用料を納付しなければならない。 

３ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料の

減免又は一部若しくは全部の還付を行うことができる。 

４ 第１項の利用料は、指定管理者の収入とする。 

 （準用） 

第１５条 第５条、第６条及び第８条の規定は、施設の管理を指定管理者が行



う場合について準用する。この場合において、「市長」とあるのは「指定管

理者」と読み替える。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、必要な事項については、市長が規則

で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （準備行為） 

第２条 この条例に規定する施設の利用の許可及び指定管理者の指定に関し必

要な手続きその他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 

 （豊明市民交流センターの設置等に関する条例の廃止） 

第３条 豊明市民交流センターの設置等に関する条例（平成３０年豊明市条例

第４０号）は、廃止する。 



別表第１（第３条関係） 

活動室 

研修室 

調理室 

パフォーマンススタジオ 

サウンドスタジオ 

多目的室 

体育館 

 

別表第２（第９条関係）  

（単位：円） 

区分 １時間（時間単価） 全日（１日最大） 

活動室 ３００ ３，０００ 

研修室 ４５０ ４，５００ 

調理室 ６００ ６，０００ 

パフォーマンススタジオ ４５０ ４，５００ 

サウンドスタジオ ４００ ４，０００ 

多目的室 ４５０ ４，５００ 

体育館（全面） １，０００ １０，０００ 

体育館（半面） ５００ ５，０００ 

備考 

１ 商業、宣伝、営業等が目的の催物で施設を利用するときは、この表に定め 

る使用料の３倍の額とする。 

２ 受講料、参加料若しくはこれに類するものを徴収し、１人あたりの徴収額 

が１，０００円以上のときは、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

３ 市外の者が利用する場合は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

４ 共用部分を占有する場合は、各部分１時間につき１，０００円とする。 

５ 駐車場の使用料は、施設の利用を目的とする自動車等の駐車以外に使用す 

る場合に、１時間につき２００円を上限に徴収する。 



議案第６０号 

 

豊明市個人情報保護条例の一部改正について 

豊明市個人情報保護条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものと

する。 

 

  令和３年８月２６日提出 

 

  豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律の一部改正に伴い必要があるからである。 



豊明市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

豊明市個人情報保護条例（平成１６年豊明市条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第３５条第２号中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に、「第１９条第７号」

を「第１９条第８号」に、「同条第８号」を「同条第９号」に改める。 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



議案第６１号 

 

   豊明市子育て支援センター条例の一部改正について 

 豊明市子育て支援センター条例の一部を改正する条例を別添のように定める

ものとする。 

 

  令和３年８月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

   説 明 

 この案を提出するのは、豊明市子育て支援センターの設置及び事業の変更に 

伴い必要があるからである。 



豊明市子育て支援センター条例の一部を改正する条例 

 

豊明市子育て支援センター条例（平成１６年豊明市条例第２号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第２号中「栄町内山６７番地５」を「二村台１丁目２７番地」に改め

る。 

 第３条を次のように改める。 

（事業） 

第３条 センターは、次に掲げる事業を行う。 

 （１） 子育ての相談、援助に関すること。 

 （２） 子育ての情報提供に関すること。 

 （３） 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進に関すること。 

 （４） 地域の子育てサークル等の育成及び支援に関すること。 

（５） その他子育て支援に関すること。 

 第５条に次のただし書を加える。 

  ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この

限りでない。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 



議案第６２号 

 

豊明市都市公園条例の一部改正について 

豊明市都市公園条例の一部を改正する条例を別添のように定めるものとする。 

 

令和３年８月２６日提出 

 

豊明市長  小 浮 正 典      

 

説 明 

この案を提出するのは、都市公園の施設のうち、落合公園及び西川公園のテ

ニスコートを有料公園施設とするため必要があるからである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



豊明市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 豊明市都市公園条例（平成２４年豊明市条例第３９号）の一部を次のように

改正する。 

第２条に次の１項を加える。 

３ この条例において「有料公園施設」とは、市の管理する公園施設のうち有

料で利用させるものをいう。 

第２６条第１号中「第２０条」を「第２１条」に改め、同条第２号中「第７

条」を「第８条」に、「第２０条」を「第２１条」に改め、同条第３号中「第

１８条」を「第１９条」に、「第２０条」を「第２１条」に改め、同条を第２

７条とする。 

第２５条を第２６条とし、第２４条を第２５条とする。 

第２３条中「第８条」を「第９条」に、「第１８条」を「第１９条」に改め、

同条を第２４条とする。 

第２２条を第２３条とし、第２１条を第２２条とする。 

第２０条中「第１８条」を「第１９条」に改め、同条を第２１条とし、第１

４条から第１９条までを１条ずつ繰り下げる。 

第１３条中「者」の次に「及び有料公園施設の利用者」を、「別表」の次に

「第２」を加え、同条を第１４条とし、第７条から第１２条までを１条ずつ繰

り下げる。 

第６条中「前条」を「第５条」に改め、同条を第７条とし、第５条の次に次

の１条を加える。 

（有料公園施設） 

第６条 有料公園施設は、別表第１に掲げるとおりとする。 

別表を削り、附則の次に別表として次の２表を加える。 

別表第１（第６条関係） 

公園名称 公園施設名 

落合公園 テニスコート 

西川公園 テニスコート 



別表第２（第１４条関係） 

区分 単位 使用料 

公園管理者以外の者が公園施設を設

ける場合 

１年につき 適正な土地評価額の

１００分の５ 

公園管理者以外の者が公園施設を管

理する場合 

１年につき 適正な建物評価額の

１００分の８及び土

地使用料 

都市公園を占用す

る場合 

道路法（昭和２７

年法律１８０号）

第３２条第１項第

１号及び第２号に

掲げる工作物又は

物件を設ける場合 

豊明市道路占用料条例（昭和６１年豊明

市条例第１号）第２条に規定する道路占

用料に定める額 

都市公園において第５条第１項各号

に掲げる行為をする場合 

１㎡当たり１日につ

き 

適正な土地評価額の

１００分の５の３６

５分の１ 

落合公園 テニスコート ２時間につき ４４０円 

西川公園 テニスコート ２時間につき ４４０円 

備考 

１ 使用料を算定する場合に１平方メートル未満であるとき、又は１平方

メートル未満の端数があるときは１平方メートルとして計算するものと

する。 

２ 適正な土地評価額は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定

する固定資産評価額の決定方法に準じ、又は適正な建物評価額は建物再

調達建築価格により市長が定める。 

３ 有料公園施設は全面利用とする。 

４ 有料公園施設を市外の者が利用する場合の使用料は、２倍の額とする。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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